
 

 

豊橋新城スマートインターチェンジ地区協議会 規約 

（名 称） 

第１条 本会は、豊橋新城スマートインターチェンジ地区協議会（以下「地区協議会」）

と称する。 

 

（目 的） 

第２条 地区協議会は、豊橋新城スマートインターチェンジの設置に向け、必要な検討・

調整を行うとともに、供用後も継続して、その社会便益・安全性・利用交通量・管理・

運営形態等について、定期的にフォローアップし、必要に応じ見直すことを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 地区協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について検討及び

調整を行う。 

（1） 当該スマートインターチェンジの社会便益に関すること。 

（2） 当該スマートインターチェンジ及び周辺道路の安全性に関すること。 

（3） 当該スマートインターチェンジの設置に伴う利用交通量の変化に関すること。 

（4） 当該スマートインターチェンジの構造及び整備方法に関すること。 

（5） 当該スマートインターチェンジの管理・運営方法に関すること。 

（6） 当該スマートインターチェンジの利用促進方策に関すること。 

（7） 当該スマートインターチェンジの広域的検討結果の反映に関すること。 

（8） その他当該スマートインターチェンジを設置・管理・運営する上で必要な事項に

関すること。 

  

 （構 成） 

第４条 地区協議会は、別表第１に掲げる者により構成する。 

 

 （会長等） 

第５条 地区協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は豊橋市長とし、副会長は新城市長とする。 

３  会長は、地区協議会を代表し会務を総括する。 

４  会長は、地区協議会の議長となる。  

５ 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。 

 



 

 

（会 議） 

第６条 地区協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させ

ることができる。 

３ 会長が必要と認めたときは、別表第１に記載する以外の者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

 

 （幹事会） 

第７条 地区協議会に、第３条の所掌事項に関する専門的・実務的な検討・調整を行うた

め、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる者により構成する。 

３ 幹事会長は、豊橋市建設部長、副幹事会長は、新城市建設部長をもって充てる。 

４  前条の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において、同条中「地 

区協議会」は「幹事会」と、「会長」は「幹事会長」と、「副会長」は「副幹事会長」と、

「会員」は「幹事」と読み替えるものとする。 

 

 （事務局） 

第８条 地区協議会の事務局は、豊橋市建設部道路建設課、新城市建設部土木課に置く。 

 

 （その他） 

第９条 この規約に定めない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて、別途

協議の上処理するものとする。 

 

 

附 則 

１ この規約は、令和 3年 6月 21日から施行する。 

２ この規約は、令和 6年 3月 18日から施行する。 

３ この規約は、令和 8年 2月 25日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第１（地区協議会 名簿表） 

所   属 役職名 備 考 

豊橋市 市長 会長 

新城市 市長 副会長 

国土交通省 

中部地方整備局 

道路部地域道路課 課長  

名四国道事務所 事務所長  

愛知県 

建設局 

道路建設課 
課長  

東三河建設事務所 所長  

新城設楽建設事務所 所長  

愛知県警察 

警察本部 交通部 

交通規制課 
課長  

警察本部 交通部 

高速道路交通警察隊 
隊長  

豊橋警察署 署長  

新城警察署 署長  

中日本高速道路（株） 

東京支社 

総務企画部 

企画調整課 
担当課長  

建設事業部 

企画統括課 
課長  

浜松保全・サービスセンター 所長  

 

【事務局】 

 豊橋市 建設部 道路建設課 

 新城市 建設部 土木課 

 

 

 



 

 

別表第２（幹事会 名簿表） 

所属 役職名 備考 

国土交通省 

中部地方整備局 

道路部地域道路課 課長補佐 
 

名四国道事務所計画課 課長 
 

愛知県 

建設局 

道路建設課 
課長補佐 

 

東三河建設事務所 

道路整備課 
課長 

 

新城設楽建設事務所 

道路整備課 
課長 

 

愛知県警察 

警察本部交通部 

交通規制課 
課長補佐 

 

警察本部交通部 

高速道路交通警察隊 
隊長補佐 

 

豊橋警察署 

交通課 
課長 

 

新城警察署 

交通課 
課長 

 

中日本高速道路（株）

東京支社 

総務企画部 

企画調整課 
課長代理 

 

建設事業部 

企画統括課 
課長代理 

 

浜松保全・サービスセンター工務担当 課長 
 

豊橋市 建設部 部長 幹事会長 

新城市 建設部 部長 
 

副幹事会長 

 

【事務局】 

豊橋市 建設部 道路建設課 

新城市 建設部 土木課 

 


